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「骨太方針2018」、「骨太方針2019」等では、経済・財政一体改革のア
プローチとして、以下の３つの改革に取り組むこととされております。

経済・財政一体改革の推進について

１．公的サービスの産業化
公共サービス及びそれと密接に関わる周辺サービスについて、民間企業
等が公的主体と協力して担うことにより、サービスの選択肢の多様化、
サービスの効率化を図るとともに、新たな成長のタネを発掘・伸長する。
例） ・データヘルスの取組を展開し、民間事業者の知見も活用しながら、
健康増進・重症化予防を進める。

３．公共サービスのイノベーション
徹底した情報開示（見える化）、業務の簡素化・標準化、先進的な新しい
取組の普及、展開を進める。
例）・行政経費、ストック情報などを比較できるよう誰もが活用できる形で
公表し、コスト比較を通じて行政の効率化を進める。
・ＩＴを活用した公共サービスの業務改革、政府情報システムのクラウド
化・統廃合などを進める。

２．インセンティブ改革
政府はもとより、国民、企業、自治体等が合理化・効率化を徹底し、公共
サービスの質の向上に取り組む意欲を喚起し、公共サービスの量的な増
大を抑制するとともに、経済の再生を図る。
例）・健康づくりの取組等に応じたヘルスケアポイント付与等のインセン
ティブ付与を促進する。

内閣府では、３つの改革についての、地方公共団体の現況と取組予定を把握し、今後の推
進に生かすべく、アンケ―ト調査を行いました。（調査回収地方公共団体数：945団体）

「骨太方針2015」の表紙
（平成27年６月30日閣議決定）
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Q．現在、政府では、「新経済・財政再生計画」を決定し、改革を推進しているとこ
ろですが、「経済・財政一体改革」についてどのような認識をお持ちですか。

※（）内は、前回（2015年調査）時の値。

経済・財政一体改革の推進について
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□計画の内容についてよく知っている。 15.1％（20.7％）
□計画の名前について聞いたことはあるが、国レベルの取組と認識している。 32.4％（33.1％）
□計画について聞いたことはあるが、内容までは把握していない。 43.9％（41.2％）
□聞いたことがない。 6.6％（ 3.8％）
□わからない。 2.0％（ 1.2％）



□複数分野での取組を進めている。 5.9％
（ 5.1％）

□事業数は限られるが、取組を進めている。 33.3％
（27.5％）

□取組を検討中である。 30.5％
（29.6％）

□できることは既に行っており、これから取り組むことはな
い。

1.3％
（ 1.3％）

□今のところ検討する予定はない。 20.6％
（26.1％）

□わからない。 8.4％
（10.5％）

（１）医療・介護分野において民間事業者の知見を活用するな
ど新たなサービスの供給を促す取組

13.2％
（12.7％）

（２）少子化対策において民間事業者の知見を活用し問題解決
につながる新たなビジネスの創出を促す取組

3.1％
（ 4.6％）

（３）文教分野、青少年育成において民間事業者の知見を活用
するなど従来の枠にとらわれないサービスの供給を促す取組

4.9％
（ 5.1％）

（４）社会資本、公共施設の整備・維持・補修における民間の資
金、人材、ノウハウの活用

25.4％
（22.8％）

（５）公共施設の管理・運営において民間の資金、人材、ノウハ
ウの活用

38.1％
（43.4％）

（６）オープンデータ化等を通じて新しいサービスの創造を促す
取組

7.6％
（ 5.2％）

（７）その他 3.5％
（ 2.3％）

（８）わからない。 4.4％
（ 3.8％）

「公的サービスの産業化」

取組状況 （取り組んでいる場合の）取組内容

（複数回答可）

※（）内は、前回時の値。

経済・財政一体改革の推進について
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※（）内は、前回時の値。



□複数分野での取組を進めている。 3.6％
（ 3.5％）

□事業数は限られるが、取組を進めている。 38.0％
（26.9％）

□取組を検討中である。 21.0％
（25.0％）

□できることは既に行っており、これから取り組むことはな
い。

1.1％
（ 0.7％）

□今のところ検討する予定はない。 26.0％
（28.3％）

□わからない。 10.4％
（15.5％）

（１）健康づくりの取組に応じたヘルスケアポイントの付与など個人、
企業、ＮＰＯ等に対するインセンティブ付与

43.6％
（28.1％）

（２）後発医薬品（ジェネリック）の使用を促す取組 14.1％
（21.0％）

（３）少子化対策（ワークライフバランス実現、待機児童解消等）に
対して積極的な企業、ＮＰＯ等を支援する取組

6.5％
（ 9.5％）

（４）若年者雇用（Ｕターン・Ｉターン、若年の生活保護受給者の自立
支援等）のための個人、企業、ＮＰＯ等に対するインセンティブ付
与

10.0％
（ 9.6％）

（５）高齢者の就労、自立支援のための個人、企業、ＮＰＯ等に対
するインセンティブ付与

4.1％
（ 5.4％）

（６）環境対策（再生エネルギー利用、廃棄物減量、リサイクル等）
を促す個人、企業、ＮＰＯ等に対するインセンティブ付与

11.4％
（17.7％）

（７）成果連動型民間委託型契約方式（行政が民間に委託する事
業において、民間事業者（受託者）への支払額を当該事業の成果
に応じて決定する方式）の活用

3.6％
（ ― ）

（８）その他 2.3％
（ 3.2％）

（９）わからない。 4.2％
（ 5.3％）

（複数回答可）

「インセンティブ改革」

取組状況 （取り組んでいる場合の）取組内容

※（）内は、前回時の値。

※（）内は、前回時の値。

経済・財政一体改革の推進について
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□複数分野での取組を進めている。 5.0％
（ 6.0％）

□事業数は限られるが、取組を進めている。 31.6％
（29.7％）

□取組を検討中である。 36.0％
（33.6％）

□できることは既に行っており、これから取り組む
ことはない。

1.3％
（ 1.2％）

□今のところ検討する予定はない。 19.0％
（18.8％）

□わからない。 7.1％
（10.7％）

（１）経営の効率化を図るための外部人材登用などの取組 6.0％
（ 5.8％）

（２）公共サービスのコスト、政策効果の情報開示を行う
「見える化」の取組

13.4％
（18.9％）

（３）これまで外部委託が進んでいなかった窓口業務などの
外部委託の推進

17.4％
（18.1％）

（４）コンパクト化やIT活用による効率的な街づくり 7.8％
（ 8.8％）

（５）福祉、教育、建設等の分野横断的な取組、農業－観光、
医業－工業等の連携等の新たな取組による地域活性化

7.9％
（11.3％）

（６）ＩＴを活用した業務改革、情報システムのクラウド化の推進 42.0％
（32.6％）

（７）その他 1.8％（ 1.
0％）

（８）わからない。 3.8％
（ 3.6％）

経済・財政一体改革の推進について
「公共サービスのイノベーション」

取組状況 （取り組んでいる場合の）取組内容

（複数回答可）

※（）内は、前回時の値。

※（）内は、前回時の値。

取組状況
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新経済・財政再生計画 改革工程表 2019– 概要–
【主要分野毎の改革の主な取組】

社会保障
予防・健康づくりの推進
○糖尿病等の生活習慣病や慢性腎臓病の予防の推進
先進・優良事例の横展開の加速。40～50歳代の特定健診・がん検診受診率の
向上に向け、負荷の低い健診に向けた健診内容の見直し・簡素化等。

○認知症予防の推進及び認知症の容態に応じた医療・介護等
の提供
認知症の予防・治療法開発に資するデータベースの構築と実用化。

○ＰＨＲ推進を通じた健診・検診情報の予防への分析・活用
ＰＨＲ推進に向けた2020年夏までの工程化と健診・検診情報の標準化。

○保険者努力支援制度のインセンティブの一層の活用
保険者努力支援制度の評価指標における成果指標の拡大やマイナス点の設定に
よるメリハリの強化。

多様な就労・社会参加
○勤労者皆保険制度（被用者保険の更なる適用拡大）の実現
を目指した検討
50人超規模の企業まで被用者保険の適用範囲を拡大すること等につい
て、必要な法制上の措置を講ずる。

○高齢期における職業生活の多様性に応じた公的年金制度の
整備
60歳から70歳まで自分で選択可能となっている年金受給開始の時期の
上限を75歳に引き上げること等について、必要な法制上の措置を講ず
る。

医療・福祉サービス改革
○地域医療構想の実現

2025年における地域医療構想の実現に向け、民間医療機関も含めた全ての医療
機関等について、対応方針の策定・見直しを改めて求めるとともに、地域医療
構想調整会議における議論を促す。

○国保財政の健全化に向け、受益と負担の見える化を推進
法定外繰入れ等の解消に向けた計画策定の推進と内容の公表（見える
化）を実施するとともに、都道府県内保険料水準の統一など受益と負
担の見える化の先進・優良事例の全国展開。

○データヘルス改革の推進
「保健医療データプラットフォーム」の2020年度本格運用開始を目指
し取り組み、保健医療情報を全国の医療機関等で確認できる仕組みを
段階的に稼働。

給付と負担の見直し
○団塊世代が後期高齢者入りするまでに、後期高齢者の窓口
負担について検討
全世代型社会保障検討会議の中間報告において示された方向性に基づ
き最終報告に向けて検討を進め、遅くとも2022年度初までに改革を実
施できるよう、2020年夏までに成案を得て、速やかに必要な法制上の
措置を講ずる。
※このほか、経済・財政再生計画の改革工程表の全44項目について、骨太２０２０
等を踏まえ、改革工程表を整理する旨記載

改革工程表は、新経済・財政再生計画に掲げられた主要分野ごとの重要課題への対応とＫＰＩ、それぞれの政策目標とのつながりを明示することにより、
目指す成果への道筋を示すもの。本年改定においては、（１）改革工程表2018に盛り込まれた各施策の推進状況を点検・評価、（２）「経済財政運営
と改革の基本方針2019」（令和元年６月21日閣議決定）に新たに盛り込まれた施策の改革工程を具体化。

※青字は骨太方針2019等をうけて新たに記載された事項

※その他の分野（社会資本整備等、地方行財改革、次世代型行政サービスの早期実現、文教・科学技術、歳出改革）については、省略。
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経済・財政一体改革の推進について（改革工程表）
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経済・財政一体改革の推進について（改革工程表）
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取組事項
実施年度 ＫＰＩ

2020年度 2021年度 2022年度 第１階層 第２階層

予
防
・健
康
づ
く
り
の
推
進

２ 糖尿病等の生活習慣病や慢性腎臓病の予防の推進

尿病等の生活習慣病や透析の原因ともなる慢
性腎臓病及び認知症の予防に重点的に取り組
む。糖尿病等の生活習慣病の重症化予防に関
して、県・国民健康保険団体連合会・医師会が
連携して進める埼玉県の取組など、先進・優良
事例の横展開の加速に向けて今後３年間で徹
底して取り組む。

保険者努力支援制度において加減算双方向で
の評価指標の導入などメリハリを強化するとと
もにその抜本的強化を図る。
40～50歳代の特定健診・がん検診受診率の向
上に向けて、40歳代に脳血管疾患や乳がんの
罹患(りかん)率が急上昇すること等についての
特定健診対象者への注意喚起と受診促進（例
えば、がん検診と特定健診の一体的実施等に
よるアクセシビリティの向上、40歳時をターゲッ
トとした効果的な受診勧奨などナッジの活用、
40歳時の健診・検診の無料・低額化等）、
新たな技術を活用した血液検査など負荷の低
い健診に向けた健診内容の見直し・簡素化等
について総合的に取り組む。

日本健康会議の重症化予防ＷＧ等において重症化予防の先進・優良事
例の把握を行うとともに、それを踏まえた糖尿病性腎症重症化予防プロ
グラム等に基づき取組を推進。

「健康日本21（第２次）」も踏まえ、「適度な運動」「適切な食生活」「禁煙・
受動喫煙防止」「健診・検診の受診」をテーマに、健康づくりに取り組む企
業・団体・自治体への支援や好事例（※）の横展開や健康無関心層を含
む国民への働きかけを行う「スマート・ライフ・プロジェクト（ＳＬＰ）」を推進。
（※）野菜摂取量増加に向けた地方自治体の取組など地域の関係者が
一体となって推進する取組

2017年度実績より、全保険者の特定健診・特定保健指導の実施率を公
表（2018年度から実施）。

地域の医師会等とも連携しながら特定健診・特定保健指導の実施に取り
組む好事例を横展開するなど、まずは目標値（2023年：70％（特定健診）、
45％（特定保健指導））の早期達成を目指し、現状の分析を踏まえつつ、
特定健診・特定保健指導の実施率の向上につながる効果的な方策等を
検討。
また、好事例の横展開等により、保険者別の取組の見える化を図る。
国保において、40～50歳代が特定健診を受診しやすくなるよう、休日夜
間の健診実施や40歳未満からの健診実施等の横展開を図る。

慢性腎疾患（ＣＫＤ）診療連携体制モデル事業を継続実施。

糖尿病性腎症の患者であって、生活習慣の改善により重症化の予防が
期待される者に対して、医療保険者が医療機関と連携した保健指導を実
施する好事例を横展開。

保険者インセンティブ制度の評価指標への追加などインセンティブの一
層の活用、戦略的な情報発信などによる後押しにより、先進・優良事例を
横展開。

「受診率向上施策ハンドブック（第2版）」を活用し、特定健診とがん検診の
一体的実施など自治体の先進事例の横展開を実施。

厚生労働科学研究において、新たな技術を活用した血液検査など負荷
の低い検査方法に関する検証を実施。研究の進捗を踏まえ、2024年度
からの特定健診次期実施計画に向けて必要な検討を実施予定。

≪厚生労働省≫

モデル事業を
踏まえ、自治
体等への支
援や好事例
の横展開を
実施。

○かかりつけ
医等と連携し
て生活習慣病
の重症化予防
に取り組む自
治体、広域連
合の数【2020
年度までに市
町村：1,500、広
域連合：47】日
本健康会議か
ら引用

○特定健診の
実施率
【2023年度まで
に70％以上】

○特定保健指
導の実施率
【2023年度まで
に45％以上】
○スマート・ラ
イフ・プロジェク
ト（ＳＬＰ）参画
企業数
【2022年度まで
に3,000社以
上】

○スマート・ラ
イフ・プロジェク
ト（ＳＬＰ）参画
団体数
【2022年度まで
に7,000団体以
上】

○年間新規透
析患者数【2028
年度までに
35,000人以下に
減少】

○糖尿病有病
者の増加の抑
制
【2022年度まで
に1,000万人以
下】

○メタボリックシ
ンドロームの該
当者及び予備群
の数
【2022年度まで
に2008年度と比
べて25％減少】

社会保障 １．予防・健康づくりの推進

経済・財政一体改革の推進について（改革工程表）
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取組事項
実施年度 ＫＰＩ

2020年度 2021年度 2022年度 第１階層 第２階層

予
防
・健
康
づ
く
り
の
推
進

17予防・健康づくりへの取組やデータヘルス、保健事業について、多様・包括的な民間委託を推進

予防・健康づくりへの取組やデータヘルス、保
健事業について、多様・包括的な民間委託を推
進し、サービスの質と効率性を高めていく。

予防･健康づくりへの取組やデータヘルス、保健事業について、質の高い
サービスの提供や効率性を高めるための、多様・包括的な民間委託を推
進。

医療機関と保険者・民間事業者等が連携した医学的管理と運動・栄養等
のプログラムを一体的に提供する仕組みの検討。

≪厚生労働省≫

○保険者から
の推薦等一定
の基準を満た
すヘルスケア
事業者数
【2020年度まで
に100社以上】
日本健康会議
から引用

○糖尿病有病
者の増加の抑
制
【2022年度まで
に1,000万人以
下】

○メタボリックシ
ンドロームの該
当者及び予備群
の数
【2022年度まで
に2008年度と比
べて25％減少】

○適正体重を維
持している者の
増加（肥満（ＢＭＩ
25以上）、やせ
（ＢＭＩ18.5未満）
の減少）
【2022年度まで
に・20～60歳代
男性の肥満者
の割合28％
・40～60歳代女
性の肥満者の
割合19％
・20歳代女性の
やせの者の割
合20％】

社会保障 １．予防・健康づくりの推進

経済・財政一体改革の推進について（改革工程表）
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